山口県産木材品質向上対策事業補助金交付要綱

（制定　令和８年４月１日付け令７森林企画第765号）

（趣旨）
第１条　この要綱は、山口県産木材品質向上対策事業補助金の交付について、森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策補助金等交付等要綱（平成30年３月30日付け29林政政第893号農林水産事務次官依命通知）、山口県補助金等交付規則（平成18年12月５日山口県規則第138号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（目的）
第２条　この補助金は、補助金の交付の対象となる者（以下、「補助事業者」という。）が行う、品質・性能が確かな木材の安定的な供給体制の構築に要する費用を支援することにより、県産木材供給量の増加及び森林資源の適切な循環利用に資することを目的とする。

（交付の対象及び補助率等）
第３条　知事は、前条の目的の達成に資するため、予算の範囲内で補助金を交付する。
２　補助事業者、補助対象経費及び補助率等は、別表に定めるとおりとする。

（交付の申請）
第４条　規則第３条第１項の申請書は、別記第１号様式によらなければならばならない。
２　規則第３条第１項の知事が定める期日は、別途定める日とする。
３　補助事業者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額（補助金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和63年法律第108号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和25年法律第226号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。
ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りではない。

（補助事業の変更等に係る承認の申請）
第５条　規則第８条第１項の規定により、別表の重要な変更の欄に掲げる変更、もしくは中止及び廃止をしようとするときの申請書は、別記第２号様式を知事に提出しなければならない。


（実績報告）
第６条　規則第11条の実績報告書は別記第３号様式によらなければならない。
２　前項の実績報告書は、事業を完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付があった年度の２月末のいずれか早い期日までに知事に提出しなければならない。
３　第４条第３項のただし書により交付申請を行った補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付金額から減額して報告しなければならない。
４　第４条第３項のただし書により交付の申請をした補助事業者は、第１項の実績報告書を提出した後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額（前項の規定により減額した場合には、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を速やかに知事に報告するとともに、知事の命令を受けてこれを返還しなければならない。
また、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、当該補助金の額の確定のあった日の翌年５月31日までに、同様式により知事に報告しなければならない。

（補助金の交付）
第７条　規則第12条の規定による通知を受けた申請者は、補助金を請求しようとするときは、別記第４号様式を知事に提出しなければならない。

（補助金の交付の決定の取消等）
第８条　知事は、補助事業者が次の各号に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
（１）補助金の交付決定後の事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなり、又はその遂行ができなくなった場合
（２）当該補助金を他の用途へ使用した場合
（３）当該事業に関し、法令、規則、要綱及び要領に違反した場合
２　知事は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

（その他）
第９条　この要綱の規定により、知事に提出する書類は、所轄農林（水産）事務所へ提出するものとする。
２　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は別に定める。

　　附　則
１　この要綱は、令和８年４月１日から施行する。

別表

	補助事業者
	補助対象経費
	補助率・補助上限額
	重要な変更

	山口県内で製材業、集成材製造業を営む者
	JAS認証取得に要する経費
	補助率：1/2以内
補助上限額：25万円
	１ 事業の中止又は廃止
２ 補助額の増額
３ 事業内容の変更

	
	木材の品質向上に資する機械導入に要する経費
	補助率1/2以内
	




別記第１号様式（第４条関係）

年度山口県産木材品質向上対策事業補助金交付申請書


番　　　　　号
年　　月　　日

　山口県知事　　　　　　　様

                                          申請者
                                            住所
                                            氏名                   　   


　　　　　年度において、下記のとおり事業を実施したいので、補助金　　　　円を交付されるよう山口県補助金等交付規則第３条の規定により、関係書類を添えて申請します。

記

１　事業実施計画書
２　収支予算書（別紙１のとおり）
３　その他知事が必要と認める書類
　









別記第２号様式（第５条関係）

　年度山口県産木材品質向上対策事業補助金変更承認申請書

番　　　　　号
年　　月　　日

　山口県知事　　　　　　　様

                                          申請者
                                            住所
                                            氏名                   　   


　　　　　年　　月　　日付け指令　　　　　　第　　　号で交付決定通知のありました山口県産木材品質向上対策事業補助金については、山口県補助金等交付規則第８条の規定に基づき下記のとおり計画を変更（中止又は廃止）し［金　　　　　　円の追加交付（減額承認）を受け］たいので、承認されたく申請します。
　なお、その他については、申請書記載のとおりです。


記


１　変更の（中止又は廃止）理由
　　※　中止又は廃止の場合には、中止又は廃止後の措置についても記述すること。
　　

２　変更の内容
　  注 ：記載事項については、様式第１号に準ずる。
　　　　  なお、関係書類については、別紙１、別紙２により二段書き（上段変更前、下段に変更後）すること。



別記第３号様式（第６条関係）

　年度山口県産木材品質向上対策事業補助金実績報告書

番　　　号　
年　月　日　

　山口県知事　　　　　　　様

                                          申請者
                                            住所
                                            氏名                   　   


　　　　　年　　月　　日付け指令　　　　　　第　　　号をもって交付決定通知（及び　　　年　　月　　日付け指令　　　　　　第　　　号で変更承認通知）のありました事業について、下記のとおり事業を実施したので、山口県補助金等交付規則第11条の規定により、その実績を別紙のとおり報告します。

記

１　事業実施報告書（別紙２のとおり）
２　収支精算書（別紙１のとおり）
３　その他知事が必要と認める書類


















別記第４号様式（第７条関係）

　　　　　年度山口県産木材品質向上対策事業補助金交付請求書


番　　　　　号
年　　月　　日

　山口県知事　　　　　　　　様

                                          請求者
                                            住所
                                            氏名                   　  


　　　　　年　　月　　日付け　　第　　　号で確定通知のありました　　　　年度山口県産木材品質向上対策事業補助金について、山口県産木材品質向上対策事業補助金交付要綱第７条の規定により、下記のとおり請求します。
記

請求金額　　　　　　　　　　　　　　　円




	 口
 座
 振
 込
 銀
 行
 等
	 金融機関名
	 口座名義人（カタカナ）

	
	
	

	
	 預金種類番号

	
	 普通・当座・別段　預金
 （口座番号）








別紙１（第１、３号様式関係）

　年度山口県産木材品質向上対策事業補助金収支予算（精算）書

１　収支予算（決算）
（１）収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
	区分
	予算額
	（決算額）
	(差引増減額)
	備考

	補助金
	
	
	
	

	自己負担額
	
	
	
	

	その他（　）
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	計
	
	
	
	



（２）支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
	区分
	予算額
	（決算額）
	(差引増減額)
	備考

	○○に要する経費
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	計
	
	
	
	


（注）申請時には予算額のみ記載し、実績報告時には決算額、予算額、差引増減額を記載すること。

２　事業完了予定年月日（事業完了年月日）



別紙２（第３号様式関係）

　年度山口県産木材品質向上対策事業実績報告書

	事業実施期間
	

	事業の目的
	



	事業内容
	




※実施内容が確認できる資料を添付すること


